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三角西港世界文化遺産登録１０周年記念 食と体験の創出事業委託に係る 

公募型プロポーザル実施要項 

 

Ⅰ 事業の目的と業務の概要 

１ 目的 

   市の魅力ある食材を PR し付加価値を高めるとともに、世界文化遺産登録１０周

年を迎える「三角西港」を PR するイベント開催することで、本市を訪れるきっか

けが生まれ、交流人口の拡大、市の魅力向上を図る。また本市の「滞在時間が少な

い」という課題を解消するために、体験コンテンツの造成、既存の磨き上げを行う

ことで「宇城市」の観光目的の旅行客のモデルコースとして、さらなる経済効果を

目指す足がかりとなる事業にする。イベントの中では三角西港１０周年を記念する

装飾や広報を行い、景観や歴史的価値を発信することで三角西港を通して、地域住

民と観光客・訪問客が繋がり、にぎわいや新たなコミュニティが生まれる空間の創

出を図る。 

 

２ 業務委託の概要 

(1) 委託名 

    三角西港世界文化遺産登録１０周年記念 食と体験の創出事業委託 

(2) 委託内容 

三角西港世界文化遺産登録１０周年記念 食と体験の創出事業委託仕様書（以

下「仕様書」を満たす業務とし、受託者は下記アを十分に踏まえた上で、イを実

施することとする。 

ア 概要  

（ア） コンセプト 

      ａ 食のイベントに係るバーベキュー等のセット開発・提供 

世界文化遺産登録１０周年を迎える三角西港は、かつては石炭を海

外へ輸出する拠点として機能していた。その歴史やルーツに触れなが

ら、地元の農家や漁師、生産者の意見を取り入れた素材の選定を行い、

宇城市らしさを前面に押し出した、地元のこだわりがつまったものを

目指す。また飲食の体験を通して、三角西港の景観を楽しんでもらうこ

とに重点をおく。 

ｂ 体験コンテンツの造成・既存の磨き上げ 

市の滞在時間が少ないという課題を解決するために、三角西港を中心

とした周遊を視野にいれる。また総じて次年度以降も継続して利用でき

るコンテンツを目指し、事業内でもアンケート等を行い、磨き上げを行

う。 

（イ） ターゲット 

本事業は、食に関心のある３０代から５０代のファミリー層をメイン
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ターゲットとして、インバウンド効果等も視野に入れ実施する。また、

世界遺産三角西港を目的とする観光客も楽しめる企画にする。 

   イ 事業内容 

    （ア） バーベキュー等のセット開発と関連イベントに関わる基本業務  

（イ） 体験コンテンツの造成・既存の磨上げ 

（ウ） 三角西港世界文化遺産登録１０周年を記念した装飾 

（エ） PR発信業務 

(3) 提案内容等 

    別紙「業務委託仕様書」のとおり。 

(4) 契約期間 

    契約締結日の翌日から令和７年１２月２２日（月）までとする。 

(5) 場所 

    名称：三角西港周辺 

    住所：熊本県宇城市三角町三角浦  

(6) 諸条件 

ア 運営費 

    ３，０００，０００円を上限とする。（運営費には、業務において発生する

事務費、消費税及び地方消費税を含む。※イベント時に提供する食材費を除く

（試作費は可）） 

イ 参加徴収費 

    ２，２３０，０００円を上限とする。 

（上記金額には、イベント提供時の食材費を含む必要経費、消費税及び地方消

費税を含み参加人数によって変動する。（業務委託仕様書に詳細を記載））  

ウ 事業完了予定 

     令和７年１２月２２日（月）（令和７年９月～１０月にイベント開催予定） 
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３ プロポーザル実施スケジュール 

項目 期日 資料 

(1) プロポーザル参加者の 

公募及び参加申込受付関

係書類の交付 

令和７年５月２２日(木)から 

令和７年６月５日(木)まで 

宇城市公式 

ホームページ 

（電子データ） 

(2) 質問書提出 令和７年５月３０日(金)午後１時まで 別紙１ 

(3) 質問書回答 令和７年６月４日(水)から 

 

内容により早め

に回答 

(4) 参加申出書提出及び参

加資格証明に係る書類 

令和７年６月６日(金)午後５時まで 

 

様式第１号 

参考様式１ 

(5) 参加資格確認結果通知

及び参加要請 

令和７年６月１１日(水) 様式第２号 

様式第３号 

(6) 提案書提出 令和７年６月１７日(火)午後５時 様式第４号 

(7) プレゼンテーション 令和７年６月２５日(水)予定  

(8) 評価委員会による審査 令和７年６月２５日(水)予定  

(9) 指名審査会結果報告 令和７年７月３日(木)予定  

(10) 受託候補者の決定 令和７年７月３日(木)予定  

(11) 結果通知書送付 令和７年７月７日(月)予定 様式第６号 

様式第７号 

(12) 契約に関する協議 令和７年７月上旬予定  

(13) 業務委託契約の締結 令和７年７月上旬  

※上記の日程は、都合により変更する場合がある。 

 

４ 各項目の事務手続き  

(1) 事務の受付 

    ア プロポーザルに関する質問（別紙１）は、メールにより事務局へ提出する。 

     回答は市ホームページ上で行う。 

    イ プロポーザルに関する様式、提案書、見積書の受付は、郵送又は持参によ

り事務局において行う。提案書・見積書はメールでも送付をすること。 

    ウ 受付時間は、午前９時から午後５時まで（土日、祝祭日を除く。）とする。 

(2) 事務局 

    宇城市経済部商工観光課商工観光係（担当：大嶋・生田） 

    〒８６９－０５９２ 

    熊本県宇城市松橋町大野８５番地 

    ＴＥＬ：０９６４－３２－１６０４（直通） 

    ＦＡＸ：０９６４－３４－３５５８ 

    E-mail：syokokankoka@city.uki.lg.jp 

 

mailto:syokokankoka@city.uki.lg.jp
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Ⅱ 資格要件等について 

１ プロポーザル参加の要件 

(1) 参加できる者は、業務委託を効率的かつ効果的に実施でき、次の要件を満た

す者とする。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しない者であること。 

イ 本市の競争入札参加を有している者で、「催事関係業務」の業務種別及び品

目の登録をしていること。 

ウ 宇城市工事等指名競争入札参加資格者指名停止処分要綱による指名停止期

間中でないこと。 

エ 官民問わず、類似する業務の実績があること。 

オ 国税及び都道府県税、市税において未納がないこと。 

カ 宗教活動や政治活動を目的としていないこと。 

キ 暴力団又は暴力団員若しくはその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む） 

の統制下にないこと。 

ク 本業務についての守秘義務を遵守できること。 

ケ その他、市との協議に柔軟、真摯に対応できること。 

 (2) 参加の要件を証明するために、参加申出書提出時に次の書類を提出すること。 

   ア 業務実績書（参考様式１）及び契約書類の写し 

   イ 国税及び都道府県税、市税において未納がないことの証明書 

 

Ⅲ 提案書について 

１ 提案書の作成について 

   提案書は、次の提案課題に沿った内容とし、また仕様書及び関係法令に適合す

るよう作成すること。 

(1) 提案課題 

課題項目 課題事項 

１ 提案内容 (1) 仕様書を反映した内容になっているか 

(2) ターゲット層への魅力を発信する機能を備えた

提案 

(3) 予算の範囲内での提案 

(4) 体験コンテンツ造成の調整と企画力 

２ 業務実績 業務実績 

３ プレゼンテーション 取組姿勢・信頼性 

４ 見積額 本業務委託の見積額（運営費と参加徴収費を明記する

こと） 
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(2) 提案書の規格 

    ア 提出する書類の規格はすべてＡ４横版（表現上の不都合がある場合はＡ３

版も可）とし、様式第４号と合わせてデータをメールで提出。 

    イ 提案書は２０ページ以内とする。 

    ウ 文書を補完するための写真、イラスト、イメージ図、図面は使用してよい。

（着色・彩色可） 

    エ 提案は、ＰＲしたいポイントや記載内容の理由、提案趣旨を明確に示すこ 

と。 

    オ 審査過程において、提案内容を客観的かつ公平に審査するため、提案書の

表紙のみに法人名を記載し、表紙以外には法人名を記載しないようにする。

ただし、審査内容に係る料理人やその他関係者の名称は記載をすること。 

(3) 提案書等の提出方法 

    ア 様式第４号、提案書・見積書は各１部を郵送又は持参にて提出をすること。

また併せて syokokankoka@city.uki.lg.jpへメールで提出すること。 

    イ 提出期限日（令和７年６月１７日（火））の午後５時までに必着とする。 

(4) その他 

    ア 提出された企画書等は返却しない。 

    イ 提出期限に遅れた場合は失格とする。 

    ウ 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合は失格とする。 

    エ 提案は１業者につき１案とする。 

 

２ 参加の辞退について 

   参加者は提案書の提出期限までに、本業務の提案への参加を辞退することができ

る。辞退する場合は、提案書提出意思確認書（様式第５号）」において提案書を提

出しないとして提出し、その理由を記載した書面（Ａ４版様式任意）を、事務局ま

で提出すること。 

 

Ⅳ 審査について 

１ 審査方法 

   提出された提案書の内容等を確認し、次の項目を満たすものについて審査を行

う。審査は三角西港世界文化遺産登録１０周年記念 食と体験の創出事業委託プ

ロポーザル評価委員会が行い、受託候補者を選定する。 

   なお、記載（提案）されていない項目及び事項については評価しないものとする。 

(1) 提案書が提出されていること。 

(2) 委託費（消費税及び地方消費税の額を含む。）が委託費限度額以下であるこ

と。 

２ 審査 

    評価委員は、評価基準を基に提案書及びプレゼンテーションにより審査を行う。  
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  各評価委員の合計点数により基準点を満たすものの中から受託候補者を決定する。

ただし、最高点の者が複数いる場合は、提案金額を除いた点数の高い者を受託候補者

として選定する。なお、評価点が同点で、提案金額が同額である者が複数いる場合は、

評価委員会委員長の評価で最高点の者を受託候補者として選定する。 

提案者が６者以上の場合 1次審査（書類審査）を行い、上位５者を選定するものと

する。 

提案者が５者以下の場合、１次審査を省略し、２次審査において企画提案書の審査・

評価及びヒアリング等の実施・評価を実施する。 

提案業者が１者のみのときも審査を行い基準点以上の場合は受託候補者として選

定する。 

(1) プレゼンテーションの具体的内容 

   ア 提案書の内容に関する補足説明 

   イ 提案書及びプレゼンテーションに対する評価委員会のヒアリング 

   ウ 開催日時・場所等については、別に決定し通知する。 

   エ 所要時間 

     プレゼンテーションとヒアリングを含めて３０分程度【概ねの時間配分】 

     ・プレゼンテーション及び補足説明２０分程度 

     ・ヒアリング１０分程度 

   オ 出席者 

     プレゼンテーション及びヒアリングに出席する提案者は２名以内とする。 

   カ ＯＡ機器の使用について 

     プレゼンテーション時にＯＡ機器を使用する場合は、あらかじめ申出を行う

こととする。ただし、事務局で準備できるものはスクリーン、プロジェクター

のみとし、パソコン等は各自準備し持参することとする。 

   キ 法人名に関して 

     プレゼンテーション時には資料含め法人名を伏せ、事務局から指定の名称で

プレゼンテーションを行うこと。 

 

３ 提案資格の喪失 

  次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

(1) 提案書の作成にあたり、第三者の著作権を侵害する提案をしたとき。 

(2) 参加資格を有しない者が提出したとき。 

(3) 提出した書類等に虚偽の記載があるとき。 

(4) その他、評価委員会が不適格と認めたとき。 

 

４ 審査結果について 

(1) 審査結果の通知  

    審査結果については、評価委員会終了後、参加者すべてに対して次のとおり通
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知する。なお、ホームページ等での公表は宇城市プロポーザル方式実施取扱要綱に

基づき行う。 

  ア 受託候補者として選定された者に対しては、その旨を当該参加者の代表者

あてに通知する。 

    イ 受託候補者として選定されなかった者に対しては、その旨を当該参加者の

代表者あてに通知する。 

    ウ 上記イの通知を受けた者は、その通知をした日から起算して５日以内（土

日、祝祭日を除く）に、書面（Ａ４版様式任意）により、宇城市に対して、

その理由について説明を求めることができる。 

    エ 上記ウの受付場所は事務局とし、受付時間は午前９時から午後５時（土日、

祝祭日を除く）までとする。 

    オ 上記ウに対する回答は、説明を求めることができる期間の最終日の翌日か

ら起算して７日以内（土日、祝祭日を除く）に行うものとする。 

    カ 受託候補者が契約の締結までに参加資格を満たさなくなった場合、Ⅳ－３

に定める失格事項に該当することが判明した場合又はその他の理由におい

て契約ができない場合は当該審査結果を取り消すこととする。 

     また、受託候補者は、契約が締結できないことが明らかになった時点で、速

やかにその旨と理由を記載した書面（Ａ４版様式任意）を、事務局まで持参

すること。 

    キ 委託者は宇城市プロポーザル方式実施取扱要綱第１７条に基づき、公募型

プロポーザルの選定結果についてホームページ等で公表するものとする。 

 

Ⅴ 契約について 

１ 契約の手続きについて 

(1) 委託者と受託候補者は、当該業務仕様内容を協議し速やかに本業務のため

の契約を締結する。 

(2) 契約手続きは、宇城市契約事務取扱規則（平成１７年宇城市規則第４６号）

の定めのところによる。 

 

２ 契約方法について 

  本業務実施に当たっての契約は、随意契約とする。 

 

３ 契約の保証について 

  受託候補者は、契約締結時までに、宇城市契約事務取扱規則第２２条により契約

保証金を納めなければならない。 

 

Ⅵ その他の注意事項 

１ 提出書類の取扱いについて 
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(1) 提出された書類等は、返還しない。 

(2) 委託者は、提出された提案書について、選定及び選定結果以外の目的で無

断使用しない。 

（3） 提出された提案書の著作権は、それぞれの提案者に帰属するものとする。

ただし、委託者が必要と認める場合には、無償で使用できるものとする。また、

提出書類について、市民等から開示請求があった場合は、宇城市情報公開条例

（平成１７年宇城市条例第１０号）に基づき、開示等を行う。 

 

２ 提出書類の作成及び提出に関する費用について 

   提出書類の作成及び提出、その他の提案協議に関する一切の費用については、

委託者は負担しないものとする。 

 

３ 業務等の変更及び中止について 

(1) 今後の社会情勢や財政事情の変化、その他の不可抗力により、委託者は業

務及びスケジュールを変更又は中止する場合がある。 

(2) 本契約締結までに前項の事態に至った場合、委託者は参加者に対して一切

の責任を負わないものとする。 

 

４ その他 

(1) 関係法令の遵守 

    受託者は、関係法令を遵守すること。 

(2) 業務の一括再委託の禁止 

    受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできな

いこととする。 

(3) 個人情報保護 

    受託者が業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合には、その取扱いに十

分留意し、漏えい、滅失及び毀損の防止、その他個人情報の保護に努めること。 

(4) 守秘義務 

    受託者は、委託業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を洩らし、又は自己 

の利益のために利用できないこととする。また、委託業務終了後も同様とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 


